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3. ３次元地形データの流通・利用に関する実態調査 

 
3-1 3 次元地形データを用いた道路設計の概要 

 
3 次元地形データを用いた道路設計の概要を図 3-1-1 に示す。３次元 CAD ソフトを利用して、３

次元地形モデルを作成した後に、平面線形、縦断計画、横断設計を 3 次元 CAD の機能により自動

的に実施することにより、設計の効率化に寄与する。また、3 次元道路モデルを作成することで、

道路の 3 次元形状がわかりやすく表現される。さらに、3 次元道路モデルを利用してＣＧを作成す

ることができる。 
 また、図 3-1-2 に道路設計の全体の流れを示す。３次元地形データは、概略設計、予備設計の前

段の地形測量業務で作成され、それぞれの設計段階で利用される。 
 

 



 
 

   3-2

 
図 3-1-1 3 次元地形データを用いた道路設計（イメージ） 

 

地形図（紙，DM データ，CAD データ）

3 次元地形モデルの生成 

平面線形定義 

縦断線形定義 

横断構成定義 

3 次元道路モデルの生成 

計画平面図、縦断図，横断図の作成

3 次元 CAD ソフトを用い

て、高さ付けされた等高線，

標高点などをもとに 3 次元

地形モデルを作成する。 

3 次元 CAD ソフトで IP 点を

指定して（または、線形計算ソフ

ト等により作成した平面線形を

読み込み）、平面線形を定義す

る。 

定義された平面線形から、3

次元 CAD ソフトで自動的に縦

断地形を生成し、それをもとに

縦断線形を定義する。 

車道、路肩、歩道、保護路

肩の幅員、横断勾配、法面勾

配、小段幅等を設定し、横断

構成を定義する。 

平面線形、縦断線形、横断

構成をもとに、3次元道路モデル

を生成する。 
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図 3-1-2 道路設計業務全体の流れ 
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3-2 3 次元 CAD の利用環境調査 
 

（1）調査方法 
3 次元 CAD の利用環境調査では、道路設計用 3 次元 CAD の機能要件を次のように定義して、

資料収集により調査した。 
・線形計画図、平面図および縦横断面図が作成可能 
・TIN データが作成可能 
・3 次元地形データを利用した何らかの計算・解析が可能 

 
（2）調査結果 

機能要件を満足する道路設計用 3 次元 CAD として 12 種が該当した。その道路設計用 3 次元

CAD に対し、それぞれ入出力が可能であるフォーマットを調査した結果を表 3-2-1 に示す。表に

示すとおり、12 種のうち、オプション追加による対応を含めると 8 種の道路設計用 3 次元 CAD
で拡張 DM に対応していることが分かった。 

 
表 3-2-1 道路設計用 3 次元 CAD の対応フォーマット 

製品名 会社名 

入力 

DM/拡張 DM DXF SXF 

Autodesk Civil 

3D 2007 
株式会社オートデスク ○ ● ● 

InRoads(v8。7) 
株式会社ベントレー・シス

テムズ 
● ●  

LandForms 株式会社アイ・エス・ピー ● ●  

V-ROAD 川田テクノシステム(株) ○ ● ● 

WingNeo4 アイサンテクノロジ ○ ●  

Mercury-WinII ウチダデータ ○   ● 

STRAX-R 株式会社三英技研 ● ●  

BLUETREND V 福井コンピュータ ○ ● ● 

TeamGEO2 マイゾックス  ● ● 

陣 シビルデザイン  ● ● 

Win-Road 
株式会社アクセスソフトウェ

アテクノロジー 
 ●  

凡例：●取り込み可能 ○オプションによる対応 
※各社より 1 製品を選定 ※平成 19 年度時点 

 
（3）考察 

3 次元 CAD の対応フォーマット調査結果と 3 次元 CAD の導入普及状況調査結果より、拡張

DM ファイルに対応した 3 次元 CAD は多く存在し、普及していることが判明した。このことか

ら、流通データのフォーマットとして拡張 DM を採用することは、利用環境上問題ないと言える。 
一方、表 3-2-1 に示すとおり、3 次元 CAD は DXF や SXF の CAD フォーマットにも対応して

おり、3 次元地形データを CAD フォーマットで測量段階から設計段階にデータを流通させる方

法もある。しかし、DXF や SXF はどちらも電子納品で定められている地形測量成果の電子納品

のフォーマットではない。特に DXF は、固有の CAD のフォーマットであり、公共事業で利用す

る標準にはなじまない。SXFver.3.0 は、地図記号に十分対応できておらず、かつ任意属性情報と

して地物に高さ情報を付加できるものの、任意属性情報を用いて作成された高さ情報に対応した

CAD が普及していないため、現時点では採用が難しい。 
以上より、利用環境や地形測量成果の電子納品のフォーマットを考慮すると、3 次元地形デー

タのフォーマットに CAD フォーマットではなく、拡張 DM を採用することが、妥当であると言

える。 
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3-3 設計者の利用実態及びニーズ調査 
 

（1）調査方法 
道路設計における 3 次元地形データの利用実態を把握するため、道路設計を実施している建設コン

サルタントに対しアンケート調査を行った。 
[調査方法]：建設コンサルタンツ協会を通じ、建コン CALS/EC 委員会に所属する企業に対してアン

ケート調査を実施。11 社から回答を得た。 

 
（2）調査結果 

3 次元 CAD の導入普及状況調査結果を図 3-3-1 に示す。 
図に示すとおり、回答者の 90%以上が 3 次元 CAD を保有していることが分かった。 

 
Q:道路設計用 3 次元 CAD を保有しているか？ 

 

 
図 3-3-1 道路設計用 3 次元 CAD の保有状況 

 

図 3-3-2 に“3 次元地形データ（すべてのフォーマット）が貸与されることがあるか”のアンケート

結果を示す。図に示すとおり、現状でも 3 次元地形データが少ないが貸与されている場合があること

が明らかになった。 
 

Q:3 次元地形データが貸与されることがあるか？ 
 

 
図 3-3-2 3 次元地形データの貸与状況 

 
図 3-3-3 に“拡張 DM ファイルが貸与されることがあるか？”のアンケート結果を示す。図に示す

とおり、現状でも少ないが地形データが拡張 DM で貸与されていることが明らかになった。 
  

保有している
91%

保有していない
9%

一度も貸与され
たことはない

25%

３次元化が前
提の業務など、
特別な場合に

のみある
17%

少ないが、貸与
されることはあ

る
50%

貸与されること
が多い

8%

回答数：11（全社） 

回答数：12 
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Q:拡張 DM ファイルが貸与されることがあるか？ 
 

 
図 3-3-3 拡張 DM での貸与状況 

 

これらの調査結果から考察すると、3 次元地形データは、少ないが流通しているものの、3 次

元化の実施レベルや品質が統一されていない状況であることが明らかになった。3 次元地形デー

タの流通のためには、3 次元地形データ作成仕様の規定化、拡張 DM ファイルによる電子納品、

そして設計段階における拡張 DM ファイルの貸与などのルールの徹底が必要である。 
 

図 3-3-4 に“3 次元道路設計により、どのような作業が効率化するか”のアンケート調査結果を

示す。図に示すとおり、3 次元道路設計を行うことにより、回答者の全員が“路線選定等の線形検

討”を効率化できると回答しており、“設計図（平面図、縦断図、横断図）の作成”についても回答

者の 60％以上が効率化できると回答している。 
 
図 3-3-5 に“3 次元道路設計における作業効率化以外のメリット”のアンケート調査結果を示す。 
3次元設計における作業効率化以外のメリットとして回答者の80%以上が“3次元描画によるわ

かりやすい説明資料の作成”に効果があると回答している。 
 

図 3-3-6 に“3 次元道路設計の実施促進のための意見”に関するアンケート調査結果を示す。図

に示すとおり、回答者の全員が 3 次元道路設計の実施促進には、“3 次元地形データの流通”が必

要であると回答していることが分かった。 
 

 
 
 

Q:3 次元道路設計により、どのような作業が効率化するか？ 

 
図 3-3-4 作業効率化の効果 

一度も貸与され
たことはない

25%

少ないが、貸与さ
れることはある

67%

貸与されることが
多い
8%

11

7

7

7

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

路線選定等の線形検討

設計図（平面図）の作成

設計図（縦断図）の作成

設計図（横断図）の作成

概算工事費の算出

擁壁・土工構造物等を含めた横断計画

回答数： 11 （3 次元 CAD 保有者）

回答数：12 



 
 

   3-7

Q:3 次元設計における作業の効率化以外のメリットは？ 

 
図 3-3-5 作業の効率化以外の効果 

 

Q:3 次元道路設計促進のための意見 

 
図 3-3-6 3 次元道路設計促進のための意見 

 

図 3-3-7 に“3 次元設計実施における課題”のアンケート調査結果を示す。図に示すとおり、

現状の地形情報、すなわち、地形図（紙図面）や地形データを用いた 3 次元設計の実施にあたり、

回答者の 65%以上が「地形データの作成・加工の手間」、回答者の 55%以上が「地形情報不足」

が課題と回答している。 
 

図3-3-8に“各道路設計業務における 3 次元設計の実施頻度（地形図が紙図面での入手の場合）”

のアンケート調査結果を示す。図に示すとおり、概略設計および予備設計 A で 3 次元設計を実施

する頻度が高いこと明らかになった。 
 

図 3-3-9 に“利用に即した 3 次元地形データを入手した場合の 3 次元設計利用拡大”のアンケ

ート結果を示す。図に示すとおり、利用に即した 3 次元地形データを入手することで、3 次元設

計利用の拡大に繋がると回答者の 80%以上が考えていることが明らかになった。 
 

Q: 3 次元設計実施における課題 
 

 
図 3-3-7 3 次元設計実施における課題 

9

4

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3次元描画によるわかりやすい説明資料の作成

業務の後工程における3次元データの利用

図面・数量のミス防止

3次元で評価することによる設計品質の向上

12

6

6

6

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３次元地形データの流通（発注者からの貸与）

利用に即した３次元地形データの仕様策定

利用ツールの操作性改善

利用ツールの価格低減

利用ツールの機能向上

8

8

7

5

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地形データの作成・加工手間

3次元モデルの作成（設計データ入力）手間

地形情報不足

利用ツールの導入・保守費用

利用ツールの機能不足

回答数：11 （3 次元 CAD 保有者） 

回答数：12  

回答数：12 
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Q:地形データが紙図面での入手の場合における各道路設計業務の 3 次元設計実施頻度について 
 

道路概略設計 道路予備設計（Ａ） 

  

道路予備設計（Ｂ） 道路詳細設計 

  

行うことが

多い 20% 

ほとんど 

行わない 

40% 

行うことが

多い 80%

業務によっ

ては行う 

20% 

業務によって 

は行う 40% 

ほとんど 

行わない 

60% 

業務に 

よっては 

行う 40% 

ほとんど 

行わない 

80% 

業務によって 

は行う 20% 

 
図 3-3-8 各道路設計業務における 3 次元設計実施頻度 

  （地形データが紙図面での入手の場合） 
 

Q:利用に即した 3 次元地形データがある場合、利用頻度は増えるか 

 
図 3-3-9 3 次元地形データ入手による利用拡大 

 
（3）考察 

調査の結果より、道路設計者は、3 次元道路設計を導入することで効果があると感じており、3
次元道路設計は、道路設計者にとって、利用ニーズがあると言える。また、道路設計者は、3 次

元道路設計の実施促進のために、3 次元地形データの流通が必要であると考えおり、3 次元地形

データの利用ニーズも高いことが確認できた。 
また、紙、データのいずれも、3 次元設計を行うには、地形情報に不足が多く、3 次元地形デ

ータの編集作業や新たな入力作業に労力がかかっていると想定される。さらに、概略設計や予備

設計 A では、地形図（紙図面）での入手にもかかわらず、3 次元設計を実施頻度が高い理由とし

て、3 次元地形データの作成編集の手間よりも、3 次元設計の効率化効果が大きく、また、概略

設計や予備設計 A に対応した道路設計用 3 次元 CAD が多く普及しているためと考えられる。さ

らに、3 次元設計の利用に即した拡張 DM ファイルを測量段階で作成し、設計段階に流通させる

ことで、3 次元道路設計が促進されると考えられる。 
  

利用頻度が増える 

82% 

わからない 9%

利用頻度は増えない

9% 

回答数：5（紙図面の地形図から 3 次元道路設計を行う人） 

回答数：12 
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3-4 道路設計のための 3 次元地形データの要件調査 
 

（1）調査方法 
 “3-3 設計者の利用ニーズ調査”と合わせて、道路設計に必要な 3 次元地形データの要件を把握す

るため、道路設計を実施している建設コンサルタントに対しアンケート調査を行った。調査は、建

設コンサルタンツ協会を通じ、建コン CALS/EC 委員会に所属する企業に対して実施し、11 社から

回答を得た。 

 
 

（2）調査結果 
 

1）不足する 3 次元地形データ 
図 3-4-1 に“入手した 3 次元地形データの加工内容”のアンケート調査結果を示す。回答者の 85%

以上は、3 次元地形データに必要な高さ情報が不足（等高線・標高点以外）しているため、形状が

急激に変化する地形の特徴的な線であるブレークラインなどを追加入力している。また、回答者の

70%以上が、線が途切れている場合や明らかに間違っているデータを加工していることが明らかに

なった。 
 
図 3-4-2 に“3 次元設計を行うにあたり、どのような高さ情報が必要か”のアンケート調査結果を

示す。図に示すとおり、回答者の 90％以上が、道路設計に必要な 3 次元地形データとしては、等

高線や標高点以外の高さ情報に加え、法面、道路、歩道、鉄道、橋梁および水部などの地物の高さ

情報が必要であると回答している。 
これらの調査結果から考察すると、道路の 3 次元設計の利用に即した 3 次元地形データの要件と

して、各地物の高さ情報を取得する必要があることが分かった。必要な地物の高さ情報を確実に取

得する方策として、データ作成仕様を定めることが考えられる。 
 

Q:入手した 3 次元地形データの加工内容について 
 

 
図 3-4-1 3 次元地形データの加工内容 

 

 

Q:3 次元設計を行う場合どのような高さ情報が必要か 
 

 
[その他]・宅盤、田畑などの面の情報 

図 3-4-2 道路設計で必要な高さ情報 
 

6

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（等高線、標高点以外の）高さ情報が与え
られていない図形に対する高さ情報付与

（ブレークラインの作成）

（線をつなげる、間引くなど）図形に対する
編集

10

10

10

9

9

7

7

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

法面

道路および歩道

鉄道

橋梁

水部

橋梁下の地形

建物

桟道橋

回答数：7（入手したデータの加工経験がある人，複数回答可）次元） 

回答数：10（等高線，標高点以外に高さ情報が必要だと考えている人）
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Q:上記地物以外に高さ情報がないと、どのような問題があるか 
 

・平面図や横断図の作成において、道路端、法面の高さ情報が無いと正確な形状とならないた

め、設計で用いることが出来ない 

・予備設計レベルで構造物の検討等を行う際に、発注者の要求レベルの成果作成が困難 

・縦断計画を行う際に、コントロールとなる対象の正確な高さが無いと設計出来ない 

・法面展開・横断作成・体積計算などにおいて、算出数値に誤差が生じる 

・詳細レベルで、取り合いの検討ができない 

・景観検討で建物を立体で表す必要がある場合、建物の高さが分からないと検討できない 

 

 
以上の項目を高さ情報の取得を必須にすることが考えられるが、データ作成上、以下の問題

がある。 
 

【送電線】 

 電線については、空中写真測量で高さ情報を取得できるか調査が必要 

 拡張ディジタルマッピング実装規約では、送電線は中心線を取得することになってい

るが、上下左右に複数ある電線をどのように表現するか検討が必要 

 

 
拡張ディジタルマッピング実装規約「取得分類基準表」より 

図 3-4-3  拡張 DM データにおける送電線の取得方法 

【水路の底高】 

 水路の底高については、現地調査による取得が必要（空中写真測量では取得困難） 

 設計に不要な部分まで現地調査を実施するのは無駄が大きい 

 水路の底高については、仕様の中で高さ情報の取得を必須としないことを考え

る 

 
【高架橋の桁下・トンネルの内空上端】 

 高さ情報の取得には、現地調査が必要（空中写真測量では取得困難） 

 設計に不要な部分まで現地調査を実施するのは無駄が大きい 

 高架橋の桁下・トンネルの内空上端については、仕様の中で高さ情報の取得を

必須としないことを考える 

 
 

2）3 次元地形データ利用に関する問題 
測量段階で作成される DM 形式の地形図データについて、必要な高さ情報が無いことの他に

利用上の問題があるか確認した。 
 

（A）ＤＭデータの利用（ソフトウェア）に関する問題 
DM データの利用に関して、以下のような回答が挙げられた。 
 現在使用しているソフトは、直接 DM を読み込めない。既存のソフトでは DM データに

含まれる全ての情報を生かしきれない。 
 レイヤ数が多すぎる。色設定が大変。 

 高さや形状をおさえるのに陰線が必要となるが、成果図面（２次元）とするときに陰線

が邪魔になる 
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（B）ファイルサイズに関する問題 

地形データのファイルサイズが大きいものがあり、扱いづらいという回答が多かった。 
この問題ついては、ある程度やむを得ない部分があるが、次に示すように、等高線などが

必要以上に細かな線分で構成されていることが大きな要因であると思われる。 
 

（C）等高線などのデータ作成に関する問題 
等高線などの線データが細かく分割されていたり、必要以上に細かな線分で構成されてい

るために、データの編集作業が必要となっていることを多くの回答者が挙げている。 
 

（D）ＤＭデータの記述方法に関する問題  
データによって DM データの記述方法に差異があり、CAD データへの変換時などに問題が

生じることが回答として挙げられている。 
これは、データ作成において DM データの仕様に準じていないものがあることや、仕様の

曖昧さに起因する問題であると考えられる。 
この問題については、データの確認、検査など運用上の課題として検討すべきと考える。 

 

（E）面としての利用が必要なデータ 
境界が不明確な場合がある土地利用に関する区域について、境界を明確化し、面積の集計な

ど面としての利用を可能とすることを考慮したが、この有効性や、その他に面としての利用が

必要なものがあるか確認した。 
 

 a）土地利用に関する区域の明確化の有効性 
土地利用に関する区域の境界を明確化し、区域毎の面積が自動で集計できる場合、設計作

業が効率するか、また、それはどのような作業であるか質問した。調査結果を、図 3-4-4 示

す。 
結果として、効率化すると答えた回答者が多く、その作業内容としては「概算の用地補償

費算出」、「排水計画（流域図作成・流出係数の設定）」などが多かった。 

 

図 3-4-4  土地利用に関する区域の明確化の有効性 

以上より、土地利用に関する区域を明確化することは、有効性があると判断できる。 
 

 b）土地利用区分以外に面としての利用が必要なもの 
土地利用に関する区域以外に、境界を明確にして面としての利用が必要なものについて質

問した結果、以下のような回答があった。 
 
 官民境界など土地の境界 

 自然保護区域など保護すべき用地の区域 

 

上記のような区域の境界を取得するためには、別途資料調査等が必要であり、作成仕様の

中で作成を必須とすることを定めることは妥当ではないと考える。 
 

大して効
率化しない

10%

わからない
15%

効率化す
る可能性
はある
45%

大いに効
率化する

30%

Ｑ．土地利用に関する区域の境界

を明確化し、区域毎の面積が

自動で集計できるとした場 
合、作業が効率化しますか？



 
 

   3-12

3-5 施工段階における 3 次元地形データの利用調査 
 

（1）調査方法 
施工段階における 3 次元地形データの利用用途や、設計段階で作成された地形図（DM データ）

の利用価値等を把握するため、（社）日本土木工業協会を通じて、同協会 CALS/EC 部会に所属す

る道路施工業務に従事する技術者に対し、アンケート調査を実施した。 
 アンケート調査回答数：21 社、26 人 

 

（2）調査結果 
以下にアンケート調査の結果を示す。 
 

1）３次元地形データの利用用途 
工事における 3 次元地形データの利用用途について把握するため、どのような作業で 3 次元

地形データを利用しているか確認した。図 3-5-1 に調査結果を示す。 
 

 

図 3-5-1  施工における 3 次元地形データの利用用途 

 
また、その作業に必要なデータの精度（許容誤差）について確認した。図 3-5-2 に調査結果

を示す。 
 

5

7

2

6

7

5

8

5

5

5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

１０．現場のみえる化のためのVR、CG作成

９．施工計画、仮設備計画立案

８．施工シミュレーション

７．マシンコントロール

６．出来形計測、出来形管理

５．出来高管理

４．任意断面の横断面自動作成

３．設計変更協議のための横断図、縦断図自動作成

２．設計変更のための土工量計算

１．管理のための土工量計算

Ｑ．３次元地形データをどのような作業で利用しているか？ 

（全回答対象者数：14）
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図 3-5-2  施行において必要なデータ精度 

 

空中写真測量による地図情報レベル 1000 の地形図（1/1000 地形図）の精度（標準偏差）は、

水平位置が 70cm 以内、等高線が 50cm 以内であるが、土工量計算や出来高・出来形管理、マ

シンコントロールなど施工作業に直接用いるための地形データはこれと比べて非常に高い精

度が必要とされていることが分かる。 
ただし、施工シミュレーション、施工計画、ＶＲ・ＣＧ作成に用いるための地形データにつ

いては、上記のような直接施工作業に用いるものほど高い精度は要求されない。 
 

１．管理のための土工量計算

5cm未満

25cm未満

70cm未満

２．設計変更のための土工量計算

5cm未満

25cm未満

70cm未満

３．設計変更協議のための横断図、
縦断図自動作成

5cm未満

25cm未満

70cm未満

４．任意断面の横断面自動作成

5cm未満

25cm未満

70cm未満

５．出来高管理

5cm未満

25cm未満

70cm未満

６．出来形計測、出来形管理

5cm未満

25cm未満

70cm未満

７．マシンコントロール

5cm未満

25cm未満

70cm未満

８．施工シミュレーション

5cm未満

25cm未満

70cm未満

９．施工計画、仮設備計画立案

5cm未満

25cm未満

70cm未満

１０．現場のみえる化のための
VR、CG作成

5cm未満

25cm未満

70cm未満

Ｑ．各作業に必要な精度（許容誤差）を教えて下さい 

50% 
41% 

9% 

54%

9%

37%
82% 

18%

68% 

23%

9%

41%
59%

82% 

18%

100% 

11%11%

78% 59% 

23%
18% 

33% 

67% 
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2）設計段階で作成された地形図（ＤＭデータ）の利用価値 
設計段階で作成されるＤＭデータについて、利用価値があるか、またどのような利用が可能

か確認した。図 3-5-3 に調査結果を示す。 

 

 
• 工事用道路の計画 

• 施工計画・機械配置計画 

• 概略の土工量の把握 

• 地形のイメージ把握 

• 技術提案資料・住民説明資料のためのＣＧ作成 

図 3-5-3  設計段階で作成される DM データの施工での利用価値 

 
上記のように、設計段階で作成される地形データ（ＤＭデータ）について、施工作業に直接

用いるには精度が不足しているが、施工計画等を行うためのデータとしては利用価値があるこ

とが分かる。 
 

 
  

Ｑ．どのような活用方法がありますか？ 

Ｑ．地形データが空中写真測量（1/1000：地図情報レベル 1000）により作成さ

れたもの（精度：水平位置 70cm，等高線 50cm）である場合、利用価値はあり

ますか 

利用価値はあ
る

分からない

利用価値は無
い

52％ 
36％ 

12％ 
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3-6 流通している地形データの品質調査 
 

3 次元地形データが設計段階で流通していない原因を究明し、課題を抽出するには、実際に流通

している地形データの内容（品質）や設計に即した 3 次元地形データを明らかにする必要がある。 
本研究では、 道路路設計に係る地形測量業務の電子納品成果を収集し、収録されている DM デ

ータが「拡張ディジタルマッピング実装規約（案）」の規定を満足しているか調査した。 
 

（1）調査方法 
国土交通省直轄業務における測量成果として電子納品された DM データについて、以下の 13

業務成果をサンプルとして入手し、調査を行った。サンプル一覧を表 3-6-1 に示す。 
さらに、規定を満足していないものについての原因を解明するため、（財）日本測量調査技術協

会にヒアリングを行い、調査した。 

表 3-6-1 DM データ調査サンプル一覧 

No. 
実施 
年度 

測量分類 
地図 
情報 

レベル 

バージョン 
拡張 DM：1 
(現行)DM：0 

備考 

1 H18 TS 地形測量 500 拡張 DM (1)  
2 H18 ディジタルマッピング 1000 DM (0)  
3 H17 TS 地形測量 500 拡張 DM (1)  
4 H17 ディジタルマッピング 500 DM (0)  
5 H17 TS 地形測量 1000 DM (0)  
6 H17 TS 地形測量 500 DM (0)  
7 H17 TS 地形測量 500 DM (0)  
8 H16 ディジタルマッピング 1000 DM (0)  
9 H16 ディジタルマッピング 2500 DM (0)  
10 H16 TS 地形測量 500 DM (0)  
11 H15 ディジタルマッピング 500 DM (0)  
12 H15 TS 地形測量 500 DM (0)  
13 H15 既成図数値化 1000 DM (0)  
用語解説 

デジタルマッピング：空中写真測量 
TS 地形測量：トータルステーション（TS）を用いた地形測量 
既成図数値化：既成図から DM データを作成する作業 
 

※調査サンプルの抽出方法 
九州地方整備局において、電子納品保管管理システムに登録された納品成果を、”DM”をキーワードに検索。抽出

された 51 業務の中から、業務名をもとに道路設計のための測量調査である可能性のある 16 成果を借用して、内容の

調査を実施した。調査の結果、実際に DM データが含まれていたものは上表に示す 8 成果であった。 
 

 
（2）調査結果 

 
1）エラー項目の抽出 

電子納品成果のサンプル調査（表 3-6-2）を行った結果では、高さ情報が必須の標高点・等高

線については高さ情報の設定があるケースが殆どであるが、実施レベル（高さ情報を設定する対

象数）にはバラツキが生じていたほか、不完全（エラー有り）で読み込めないものも存在した。 
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表 3-6-2 DM データのサンプル調査結果 

No. 
実施 

年度 
測量分類 

取得分類 

備  考 
標高点 等高線 法面 

境界杭等 

（点地物） 

1 H17 
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝ

ｸﾞ 
3 次元 3 次元 2 次元 2 次元  

2 H17 TS 地形測量 3 次元 － 3 次元 3 次元 
数値・記号以外、

ほぼ全て 3 次元 

3 H17 TS 地形測量 3 次元 3 次元 2 次元 3 次元  

4 H17 TS 地形測量 － － － － 
不完全なデータ 

（ フ ァ イ ル サ イ ズ

1KB） 

5 H16 
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝ

ｸﾞ 
3 次元 3 次元 2 次元 3 次元  

6 H16 TS 地形測量 2 次元 3 次元 2 次元 2 次元 
取得分類コードが

記入されていない

（全て“9999”） 

7 H16 TS 地形測量 － － － － 
図面表題欄しか

図形が無いデータ

8 H15 
ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝ

ｸﾞ 
3 次元 3 次元 2 次元 2 次元  

 
入手した DM データを調査した結果、以下のエラーが確認された。 

 
 拡張 DM 形式で納品されていない 
「測量成果電子納品要領（案）」（平成 16 年 6 月）では、地形測量成果の DM データファイ

ルについて、拡張 DM 形式で納品することが定められている。 
上記要領（案）は、平成 16 年 10 月以降契約の直轄業務において適用されているが、対象と

なる No.1～No.9 業務成果のうち、拡張 DM 形式で納品されている成果は 2 業務のみであった

（図 3-6-1）。 
 
 インデックスファイル（.dmi）の作成されていない 
DM データのファイル仕様では、CD-ROM 等へ物理的に記録する際に、その中に含まれる

数値地図情報のメタデータを、インデックスレコードとして記述する必要がある。このインデ

ックスレコードを記述したファイルをインデックスファイル（拡張子：.dmi）と呼ぶが、以下

の業務成果ではインデックスファイルが作成されていなかった。 
 No.5、No.6、No.7、No.12 

 
 内容が記述されていない 
No.7 のデータについては、DM データのファイルの中に意味のある情報が何も含まれておら

ず、図形データが一つも記述されていないデータであった。 
また、No.10 のデータについては、図形データとして図面表題欄の線と表題の文字だけが記

述されたデータであった。 
 
 分類コードが正しく記入されていない 
取得分類コードは、DM データの中で記述される各図形要素ごとに、その図形が何であるか

分類するための 4 桁のコードであり、大縮尺地形図図式として標準で定められた地物ごとに、

割り当てられたコードを記述する必要がある。 
しかし、No.12 のデータについては、全ての図形要素に対して、取得分類コードが”9999”（未

定義）で記述されていた。 
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 １つの要素の中で高さを持つ点と持たない点の混在 
現在の DM データの仕様に対して明確に誤りであるとはいえないが、No.3 のデータについ

ては、法面や被覆（擁壁）などで、１つの要素の中で高さを持つ点と持たない点（高さが 0 の

点）が混在していた。 
 

・法面等の地物を 3 次元で作成している納品成果（No.2） 

 

 

・不完全な DM データファイル（No.4） 

 

・地物情報が１つも設定されていないデータ ・（参考）通常の DM データ 

   

図 3-6-1 DM データのサンプル調査結果（エラー事例） 
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●参考：｢拡張ディジタルマッピング実装規約（案）｣における 3 次元座標取得に関する規定  

 
 

2）エラーの原因 
前項で抽出したエラー項目について、（財）日本測量調査技術協会にヒアリングを行い、推

定される発生原因の調査を行った。 
 
 拡張 DM 形式で納品されていない原因 
拡張 DM 形式での納品について、運用が徹底されていないことが一番の原因と思われる。 
また、測量 CAD メーカの対応や、作成者が古いソフトウェアをそのまま使い続けているこ

とも要因と考えられる。 
 

 インデックスファイル（.dmi）が作成されていない原因 
作成者の DM データに関する理解不足が原因と考えられる。 

  

（等高線） 

第41条 等高線は、計曲線、主曲線、補助曲線、特殊補助曲線及びそれらの凹地曲線に区分して表

示する。 

2 等高線には、属性数値に等高線数値を格納する。 

（地形の座標次元） 

第50条 等高線、基準点、数値地形モデルの座標次元は３次元とする。 

2 座標次元が３次元であっても、標高値が同一の場合は、属性数値を使用して標高値を格納し、XY 

座標は２次元座標レコードを使用して格納するものとする。 

（等高線データの記述） 

第99条 等高線データは、要素レコードと２次元座標レコードを使用して格納するものとする。 

2 等高線標高は、要素レコードの属性数値にmm 単位で格納するものとする。 

（ファイルの座標次元） 

第101条 ファイルの座標次元は、３次元を標準とする。 

2 ３次元で取得されたデータであっても、標高が同一な場合には、Z 値を要素レコードの属性数値

に格納し、２次元座標とする。 

3 ２次元で取得あるいは数値編集時に標高値を破棄したデータも、同一のファイルに２次元要素と

して格納する。 

 

（等高線） 

第41条 等高線は、計曲線、主曲線、補助曲線、特殊補助曲線及びそれらの凹地曲線に区分して表

示する。 

2 等高線には、属性数値に等高線数値を格納する。 

（基準点） 

・・・（中略）・・・ 

3 標高数値は、属性数値に少数点以下3 位まで格納するものとし、有効桁数以下の位には0を与え

るものとする。 

（データタイプ） 

第47条 数値地形図のデータタイプは、その特性等により面、線、円、円弧、点、方向、注記、属

性、グリッドデータ及び不整三角網の各タイプにより表現する。 
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 内容が記述されていない原因 
内容が記述されていないデータについては、電子納品成果作成時に作られたダミーのデータ

と思われる。こうしたデータが作成される背景として、設計で利用するためのデータは CAD
データで別途作成して設計会社に渡され、納品時の検査は紙により行われているため、電子納

品成果についてはチェックが行われていないという状況があるものと考えられる。 
 
 取得分類コードが正しく記入されていない原因 
作成者の DM データに関する理解不足が原因と考えられる。 

 
 １つの要素の中で高さを持つ点と持たない点の混在の原因 
データは TS 地形測量の成果であるが、TS により数値地形図の作成を行う場合、実際に TS

で計測した位置以外に編集作業で図形の作成が行われるので、TS で計測した点は 3 次元デー

タとして格納されるが、編集で作成した点は高さが取得されない。このために、実際に計測し

た点のみ高さが設定された高さを持つ点と持たない点が混在する DM データが作成されたも

のと考えられる。 
以上より、TS 地形測量により 3 次元地形データを作成する場合には、高さ情報を取得する

地物は全ての点を計測するか、編集作業で作成した図形に適切な高さ情報を与えることが必要

となる。 
 

（3）考察 
測量成果、データに欠落があり、不完全（エラーあり）のまま納品されている地形データも

あることが分かった。 
また、エラーの原因として、測量成果としての DM データを納品することが徹底されていな

いことに起因した、データ作成者の DM データ作成の理解不足、納品された DM データのチェ

ック不足が考えられることから、運用の徹底を図ることが必要と考えられる。 




